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１ 開会 

２ 議事 

 鴻巣市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について 

３ その他 

４ 閉会 

 



 

●議事 

 

 鴻巣市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について、配布資料をもとに

事務局より説明。 

 

〈委員質疑〉 

 政府・県の行動計画では、医療、治療薬・治療法、検査などがありますが、市 

の行動計画にはありませんが、何か理由はあるのでしょうか。 

 また、ここでいう物資というのは何が備蓄されていくのか。 

 

〈事務局回答〉 

 医療、治療薬・治療法、検査は、県の行動計画に記載されておりますので、市

の行動計画からは外れております。県から応援要請がありましたら協力すること

になります。 

 物資につきましては、防護服、マスク、消毒薬等になってくると思われます。 

 

〈委員質疑〉 

 サーベイランス、情報収集とあり、市の行動計画では情報提供となっていま

す。先月に県北部のほうで学校閉鎖になったとありますが、そのような情報は市

に入ってきますか。それとも、県から通達か何かがあるのでしょうか。また、情

報集のやり方はどうしていますか。 

 

〈事務局回答〉 

 市の感染者情報の収集は、市で行っているわけではなく、県から通達がありそ

れを受けて県と連携しながら、市のホームページで情報提供しています。 

 

〈委員〉 

 県ではサーベイランス事業を行っており、学校閉鎖等の情報は、一度保健所に

きて、その情報を県に報告しホームページに公開しているのと、保健所から市町

村に情報提供しています。 

 

〈委員質疑〉 

 保健所から情報が来てから、市は対策を練るということですか。 

 

〈委員〉 

 保健所から情報提供はしているが、対策は市町村がするということです。 

 

〈事務局回答〉 

 新型コロナウイルス時は、毎回県から市民の感染情報が来て、その内容を市の

ホームページに公開していました。 

 

〈委員質疑〉 

 学級閉鎖とかですと、教育委員会でどこの学校で何学年がというのは、医師

会、自治会、薬剤師会にも情報提供いただいていて、市内でどの程度流行しだし

たかという情報は提供いただいております。 



 医療機関は、最前線で患者を診ていますが、定点医療機関が決まっており、そ

こから保健所に何件発生したかというものを毎週報告する制度があります。 

 それをもとに県がまとめて県内のどの地域にどのくらい発生しているかを毎週

報告しています。 

 それとは別に、学校関係は教育委員会が担当しており、学級閉鎖が起きるとそ

の都度その状況等を医師会内の医療機関、薬剤師会に報告しています。 

 

〈委員〉 

 市の行動計画は医療、治療薬・治療法、検査が抜けているのが気になります

が、他市はどうなっていますか。新型コロナウイルス時の経験を踏まえると県や

国からの指示によって検査、治療薬等が動いてくるのかと思いますが、市は関与

しなくてよいのかなと。 

 他市でも同様の動きなのでしょうか。 

 

〈事務局回答〉 

 桶川市、北本市に電話確認したところ、鴻巣市同様に１３項目ではなく国の手

引きが示しております７項目で計画を進めいていくとのことですので、本市も７

項目で進めていく予定です。 

 

〈委員〉 

 県の行動計画に中で、医療の部分とかの記載があり、市では書きにくい部分が

あるのかと思います。 

 

〈事務局〉 

 感染拡大期には、医師会、薬剤師会と連携を取り、市内での体制をとることと

なると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、骨子説明になりますが、このまま進めていくということであれば、内

容を肉付けして案をお示しできればと思います。 

 この骨子について、ご承認ご意見いただければと思います。 

 

〈議長〉 

 本日は、骨子の説明をしていただきましたが、今後はこの骨子に沿って進めて

いくということでお願いします。 

 

●その他 

  

事務局より連絡事項 

  

・今後のスケジュール 

  令和７年１２月１９日（金）に第３回鴻巣市地域保健推進協議会開催予定 

  第３回協議会時に鴻巣市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）を配布、

意見聴取予定 

  令和８年２月頃第４回鴻巣市地域保健推進協議会開催予定 

 

閉会 

（会議時間 ３６分） 



配

布

資

料 

資料 

 ・鴻巣市インフルエンザ等対策行動計画の改定について 

 ・鴻巣市新型インフルエンザ等対策行動計画（平成26年12月） 

 ・新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定のポイント 

  ≪当日配布≫ 

・次第 

・委員名簿 

 


